






(1) 従前の土地家屋調査士の業務＝表示の

登記→公正中立な立場

依頼に応ずる義務(法22条)

(2) 筆界特定手続代理､ ＡＤＲ代理→紛争

の一方当事者の立場

業務を行い得ない事件(法22条の２)

＊法22条の２に該当しなければ､ 依頼を

受けて良いというものではない｡

３. 具体的な事例から利益相反の説明がな

された｡

４. 一会員の不適切な業務が､ 他の会員､

更には調査士全体の信用を失わせる｡

会の指導､ 監督のあり方が重要となる｡

会の法務局等の長に対する報告義務

(法55条)

会の注意､ 勧告(法56条)

最後なりましたが､ 有意義な講義をいた

だいた講師の先生方有難うございました｡

また､ 研修部の皆さまお疲れ様でした｡
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｢九州ブロック協議会 (ＸＭＬソフト)説明会
報告｣ について講義
長崎会 高橋修治総務部長兼オンライン登記

申請促進委員長

受講風景



日 時 平成21年６月26日 (金)

午後１時～午後４時25分

場 所 長崎県建設総合会館 5階第1会議室

所在地 長崎市魚の町３番33号

出席者 相沢治典会長､ 針本久則副会長､

池田悦郎副会長､ 平澤勝昭副会長､

高橋修治常任理事､ 平田利之常任

理事､ 坪井邦幸常任理事､ 野田俊

治理事､ 吉田隆正理事､ 八重島弘

理事､ 林茂理事､ 大久保昌幸理事､

川尻修治理事､ 前田利孝理事､ 山

口賢一理事､ 松竹雪和監事､ 久保

泰正監事､ 内野義之監事

報告事項 平成21年度九州ブロック協議会

定時総会､ 日調連定時総会の報

告について

� �

１. 委員会の設置承認及びその委員の選任

について

２. 各部部員の選任について

３. 注意勧告理事会理事の選任について

４. 顧問等の委嘱について

５. 平成21年度 各部事業計画の執行につ

いて

６. 日本土地家屋調査士会連合会 大規模

災害基金の募金の対応について

７. その他

①苦情相談委員会規則の一部改正案の承

認について

②その他

司会 (針本久則副会長) より､ 綱紀粛正

に鑑み土地家屋調査士倫理綱領の唱和を行

い会議がスタートした｡

相沢治典会長挨拶 (骨子)

・今回の理事会は実質１回目の理事会であ

る｡

・映画 ｢剱岳 点の記｣ を観に行ったが､

先人の測量業務は辛苦・困難を極めてい

た｡

・日調連役員選任について報告がなされ､

松岡直武会長が再任された｡ お話の中で

厳しい時節柄､ 土地家屋調査士の業務拡

大に向けた取り組みを力説されていた｡

・日調連及び本会会務の中心は､ 筆界特定

制度の更なる啓蒙､ＡＤＲ認知活動､国土

調査・法14条地図作成作業の促進､ 官公

署の未登記開発等による業務拡大である｡
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・公嘱協会は､ 随契から一部競争入札を取

入れないといけない状況になってきている｡

支所協議会及び協会総会時に､ 協会役員

から詳しい話を聞いていただきたい｡

・午前中開催された第１回法務局事務打合

せ会の概要説明がなされた｡

・本会各部への重点依頼項目について述べ

られた｡

１) 総務部

①オンライン登記申請の更なる促進

②ＡＤＲセンター立ち上げ支援

③日調連倫理規程決議の周知研修

２) 財務部

事務局体制の在り方についての検討

３) 業務部

①法14地図作成作業､ 登記所備付地図

整備作業への協力

②公嘱協会との連携強化

③境界鑑定委員会の充実：裁判所等へ

の境界・地図の啓蒙活動

４) 研修部

①九州ブロック協議会新人研修会への

協力

②ＣＰＤの内容浸透

５) 広報部

①出前授業の充実

②60周年記念事業の検討

議長：会則第35条第２項により相沢治典会

長が議長を務める｡

議事録署名人：林 茂理事

山口賢一理事

議事録作成人委嘱：錦戸和久事務局長

議長より､ 質問する場合名前を名乗って

から発言していただきたい旨のお願いがな

された｡

議長は､ 平成21年度九州ブロック協議会

定時総会､ 日調連定時総会の報告について

担当副会長に報告を求めた｡

池田悦郎副会長より､ 平成21年度九州ブ

ロック協議会定時総会報告書 (別紙省略)

に基づき報告がなされた｡

針本久則副会長より､ 平成21年度日調連

定時総会報告書 (別紙省略) に基づき報告

がなされた｡

議長は議案１～４を上程し､ 長崎県土地

家屋調査士会 役員・部員・委員 (一部候

補案) の表 (省略) に基づき､ 各部､ 委員

会､ 注意勧告理事会､ 顧問の委嘱について

説明を行った｡

また､ 補足説明として､ 経費節減に鑑み

財務部・研修部について部員は設けず理事
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のみ､ 他の部も部員削減を行った旨の説明

がなされた｡ 今回も部員・委員の選任につ

いては､ 各支部長に推薦をお願いし候補者

を選出していただいた旨の説明がなされた｡

議長は､ 議案１～４を一括上程し､ 各部

の部員及び委員会の委員について個別に説

明を行った後､ 各理事に諮り理事全員が挙

手による賛成を受け承認された｡

議長より議題５.平成21年度 各部事業計

画の執行について入る前に､ 具体的な事業

執行計画を策定するため､ 各部理事による

小部会を開催してほしい旨の説明がなされ､

各部で30分程会合がもたれた｡

議長は､ 議題５.平成21年度 各部事業計

画の執行について､ 各部長及び各次長に説

明を求め､ 総務部から順次説明に入った｡

高橋修治総務部長より､ 下記資料に基づ

き補足説明がなされた｡

重点を置いて取り組むテーマは１.～３.

である旨の説明がなされた｡
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１. オンライン登記申請制度への対応

・本会は､ 約50％の取得率 (全国平均値

とほぼ同一) であるが､ 未取得者に対

して取得への働き掛けを行う｡

・乙号を中心としたオンライン登記申請

の促進を行う｡

２. 境界問題相談センターの開設への対応

・ＡＤＲ準備委員会と連携を図る｡

３. 土地家屋調査士倫理規程への対応

・日調連総会時に決議された規程につい

て､ 全会員に浸透を図る｡

４. 会則､ 諸規程の整備

・苦情相談委員会に関する規則の改正を

理事会に諮る｡

５. 政治連盟への対応

・三団体協議会への参加による対応を行う｡

６. その他

・本会事務局と連携して､ 日調連等の受

信文書を遅滞なく会員へ伝達する｡

【要望】本会の年間計画予定表を､ 本会役

員だけではなく各支部長にも定期

的に送信していただきたい｡

【情報】日調連では､ ＩＣカードの紛失・

破損時の対応策として複数枚の保

有について今後検討するとのこと｡

次に､ 池田悦郎財務部担当副会長より､

下記資料に基づき補足説明がなされた｡
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１. 財務改革の検討

・現在本会事務局は３名体制である｡ 職

員１名が､ 平成22年12月定年を迎える
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ので見直しを行う｡ 平成21年度は事務

量等のデータ取りを行い､ 平成22年度

はその分析データに基づき方向性を決

定する｡

２. 土地家屋調査士国民年金基金及び日本

土地家屋調査士会連合会共済会の取り扱

う各種保険の斡旋

・例年のとおり紹介､ 斡旋を行う｡

【意見】会計上繰越金なしで運営ができな

いかどうか方法を検討していただ

きたい｡

次に､ 平田利之業務部長より､ 下記資料

に基づき補足説明がなされた｡
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１. ｢調査・測量実施要領｣ の研究

・オンライン登記申請等の改正がある場

合に対応する｡

２. 不動産登記法第14条地図作成作業への

協力・法務局地図整備作業への協力

・今年度は､ 法第14条地図作成作業はな

いが､ 壱岐支局の地図整備作業は協力

する｡

・今後の予定は､平成22年度長崎市ＤＩＤ

地区の地図混乱地区の調査､ 23年度は

その調査地区で作業を実施する予定で

ある｡

３. 筆界特定制度に関する調査及び研究

・筆界調査委員の育成及び筆界特定申請

代理人としての資質を向上させるため

の研究を行う｡

４. 境界鑑定委員会の事業推進

・昨年同様鑑定講座の企画と裁判所への

境界・地図等に関する勉強会を計画し

ている｡

５. 公嘱協会との連携の充実

・昨年開催した長崎県､ 市町嘱託職員等

を対象とした研修会 (公共嘱託登記事

務推進協議会) を今年度も開催する｡

【情報提供】

登記所備付け地図作成に関する今後

の予定については､ 平成21年度は休止

であるが､ 平成22年度は長崎市諏訪神

社周辺における地図混乱地区の調査を

実施する計画である｡ また､ 平成23年

度はその調査地区での作業を実施する

計画である｡

次に､ 坪井邦幸研修部長より､ 下記資料

―��―



に基づき補足説明がなされた｡

���

１. 研修会の実施

・今年度も全体研修会を３回実施する予

定である｡ また､ 佐賀会と合同で

ＡＤＲに関する研修会と希望者を対象

とした有料研修会も企画している｡

２. 日調連､ 他県会､ 他団体主催の研修会

の案内と参加支援

・昨年同様案内があった研修会等を紹介

する｡

３. ＡＤＲ特別研修への対応

・昨年同様第５回日調連特別研修につい

て募集等の運営支援を引き続き行う｡

４. 九州ブロックと一体となった研修制度

の研究

・九州ブロック協議会新人研修会 (当番

会主催) への講師派遣を行う｡

５. ＣＰＤ制度に対応した管理システムの

構築

・日調連より管理フォームの送付を受け

次第､ 管理表を作成する｡ また､ 支部

等の研修会についてのポイントの管理・

報告等のしくみについては､ 支部長会

議等において意見交換を行い実施する｡

【情報提供】

他団体の研修事例 (研修会後試験を

実施している｡) が紹介された｡

次に､ 林茂広報部次長より､ 下記資料に

基づき補足説明がなされた｡
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１. 会報 ｢ながさき｣ 第65号の発行

・９月発刊を目標に原稿収集を進めてい

る｡ また､ Ｗｅｂ会報の表紙原稿の募

集についてお願いをされた｡

２. ホームページの利活用

・今年度も情報公開に関する規則に基づ

き対応をする｡

・昨年同様会員の総会､ 研修会出席状況

を公開する｡

・会員のＣＰＤポイント取得状況につい

ては､ 研修部と連携して検討する｡

・ブログについては､ 必要に応じて情報

提供をする｡

３. 啓蒙活動

１) 合同無料相談会の実施

・行政書士会等と協力して法の日前後

に支部毎の無料相談会を実施する｡

また､ 日当・会場費等の費用は昨年
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同様助成を行う｡

２) 新聞広告等ＰＲ啓蒙活動

・今年度は新聞広告を中止し､ 公共広

報誌・タウン誌・ラジオ等のマスメ

ディアを活用する｡

３) 中学生､ 高校生に対する啓蒙活動

(職業案内､ 出前授業等) の実施

・昨年同様島原､ 佐世保､ 平戸支部で

実施する｡

４) 行政庁の主管する市民相談への協力

・要請があれば協力する｡

５) カレンダーの作成

・例年通り実施する｡

６) 地方公共団体等外部に向けての広報

活動の検討

・ＡＤＲセンター設立に伴い､ 官公署・

県民に対しパンフレット等を作成し

た際に土地家屋調査士業のＰＲを行

う｡

７) 土地家屋調査士60周年記念事業 (伊

能ウォーク) の検討

・九州ブロック協議会各県会の動向を

踏まえ検討する｡

【補足】７) については､ 来月九州ブロッ

ク協議会会長会議で方向性が決ま

る見込みである｡

【要望】広報部からの原稿依頼については､

期限まで提出していただきたい｡

議長より､ 平澤副会長に対し県未登記物

件の開発状況について説明を依頼した｡

平澤勝昭副会長より､ 今までの経過報告

がなされた｡ また､ 現状の取組み状況につ

いて説明を行った｡
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議長は上記議案を上程し､ 担当の池田悦

郎財務担当副会長に説明を求めた｡

池田悦郎財務担当副会長は､ 別紙資料

(省略) に基づき､ 説明を行った｡

議長より､ 各理事の意見を求めたが特に

なかったので､ 各理事に諮り､ 理事全員挙

手による賛成で承認された｡ ７月18日開催

予定の第１回支部長会議に理事会決議報告

として依頼する旨の説明がなされた｡

議長は､ 議題７. その他 ①苦情相談員

会規則の一部改正案の承認について上程し､

担当役員に説明を求めた｡

高橋修治総務部長より､ 上記議案につい

て坪井邦幸研修部長 (前総務部長) に説明

を依頼し､ 坪井邦幸研修部長 (前総務部長)

が別紙資料：苦情相談委員会規則新旧対照

表等 (省略) に基づき説明を行った｡

議長は､ 上記議案について意見を求めた｡

(資料は理事会前に事前にメール送付をし

ている｡)
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【意見】フローチャートと改正趣旨等に食

い違いが見受けられる｡

【意見】文言について (並びに等) 整合性

に一部疑問点が感じられる｡

【意見】苦情相談委員会細則に追加文言を

入れてはどうか｡

【質問】４月以降の支部苦情について予算

的な執行はできるのか｡

【回答】苦情対応予算については､ ある程

度多めに予算措置をしているので

対応できるはずである｡

議長の提案により再度総務部会で指摘事

項等の練り直しを実施し､ 後日通信理事会

等で諮る旨の提案がされ､ 各理事もその対

応案について承諾をした｡

議長よりその他議題について意見を求め

たが特になかった｡

最後に議長より､ 各監事に今回の理事会

について感想､ アドバイス等を求めた｡

・内野義之監事：会務執行を真剣に取り組

んでいる姿勢が見受けられる｡

ＡＤＲセンターの立上げに向けて大変な

一年であるが､ 頑張っていただきたい｡

登記の業務量も下降気味なので､ 未登記

物件等の開発には尽力していただきたい｡

オンライン登記申請については手探りの

状態なので､ 研修会・懇談会等を企画し

ていただきたい｡

・松竹雪和監事：各理事の熱心な意見交換

や議事のスムーズな進行等に対しいつも

敬服している｡ いい時期に監事を拝命し

たと感謝している｡

・久保泰正監事：相沢治典会長体制が３期

目なので会務がスムーズに流れている感

がする｡ ＡＤＲセンターは重要な事案な

ので目標どおり仕上げていただきたい｡

筆界特定制度については､ 筆界調査委員

へのなり手が減ってきているような感じ

がする｡

議長は､ 各監事に対し過分なるお褒めの

言葉に御礼を述べられた｡

議長は､ 以上により本日の理事会を閉会

した｡
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日 時：平成21年７月18日 (土)

午後１時～午後５時20分

場 所：長崎県土地家屋調査士会 会議室

出 席：支部長

山崎 俊雄 (長崎支部)

山口 康俊 (大村支部)

松永 順泰 (諫早支部)

中川 忠則 (島原支部)

松本 忠寿 (佐世保支部)

久原 克馬 (平戸支部)

山下 充 (五島支部)

有地 孝之 (対馬支部)

長嶋 雄二 (壱岐支部)

各支部長

本会役員

相沢治典会長

針本久則副会長

池田悦郎副会長

平澤勝昭副会長

針本久則副会長が司会進行を務めた｡

(議長就任まで)

有地孝之対馬支部長の音頭で土地家屋調

査士倫理綱領の唱和で会議をスタートした｡

針本久則司会者より､ 本日の出席者の報

告と今回の支部長会議は会長召集の支部長

会議である旨の説明がなされ､ 次に､ 相沢

治典会長より挨拶が述べられた｡

会長挨拶 (骨子)

・21年度の会務が新役員にてスタートした

が､ 不安と期待が交錯している｡

支部長会議は､ 会全体の進路選択におけ

る大切な機関である｡

・部員､ 委員の選任及び総会議案の承認に

ついての支援に対し御礼がのべられた｡

・総会後の重要会務 (三団体協議会､ 公嘱

協会協議会､ 法務局との事務打合せ会､

県弁護士会打合せ会) の概要について報

告がなされた｡ 理事会については､ 後程
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担当役員からの報告があるので省略され

た｡

������������	
��
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司会は､ 議長・副議長の選出について､

各支部長に諮った｡ 選出については､ 会則

73条２項により下記支部長を選任した｡

議 長：中川忠則島原支部長

副議長：山崎俊雄長崎支部長

議長は､ 就任の挨拶として本会役員及び

各支部長の協力を得ながらまた各支部長の

意見を取り入れて支部長会議を運営してい

きたい旨の説明がなされた｡

又､ 議員を兼務している関係上山崎俊雄

副議長に側面からの補佐をお願いされた｡

議長は､ 議事録署名人を山口康俊大村支

部長､ 松永順泰諫早支部長を指名し､ 本人

も快諾した｡ また､ 議事録作成人は､ 事務

局を指名した｡

次に､ 議長は､ 本会・支部役員に自己紹

介を其々お願いした｡

報告事項

１) 九州ブロック協議会定時総会の報告に

ついて

２) 日本土地家屋調査士会連合会定時総会

の報告について

３) 本会平成21年度第３回理事会の報告に

ついて

議 題

１) 平成21年度各支部・本会の事業計画の

具体的な執行について

２) 平成21年度支部長会の開催予定につい

て

３) 連合会大規模災害基金の募金の対応に

ついて

４) その他

議長より､ 発言の際は支部名､ 氏名を名

乗ってから発言をお願いしたいとの依頼と､

質疑は､ 報告事項が全部終了してから受付

する旨の説明がなされた｡

まず､ 本会役員に九州ブロック協議会定

時総会の報告を求めた｡

池田悦郎副会長より､ 平成21年度九州ブ

ロック協議会定時総会報告書 (省略) に基

づき説明がなされた｡
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次に､ 本会役員に第66回日調連定時総会

報告を求めた｡

針本久則副会長より､ 第66回日調連定時

総会報告書(省略)に基づき説明がなされた｡

次に､ 本会役員に平成21年度第３回理事

会報告を求めた｡

平澤勝昭副会長より､ 平成21年度第３回

理事会報告が下記議案書､ 部員・委員等の

別紙資料 (省略) に基づき説明がなされて､

一部議案 (苦情相談委員会規則の一部改正

案) を除き承認された旨の説明がなされた｡

また､ 支部推薦の部員・委員については､

全員理事会で承認された旨の報告がなされ

た｡

１. 委員会の設置承認及びその委員の選

任について

２. 各部部員の選任について

３. 注意勧告理事会理事の選任について

４. 顧問等の委嘱について

５. 平成21年度各部事業計画の執行につ

いて

６. 日本土地家屋調査士会連合会 大規

模災害基金の募金の対応について

７. その他

①苦情相談委員会規則の一部改正案の

承認について

②その他

議長は､ 各支部長に３つの報告事項に対

し､ 意見を求めた｡

【質問】日調連会長選任において会長選挙

についての情報が一切なかったが

どのような経過で選任されたのか？

【回答】連合会役員選任規則に基づき選任

された｡ 会長立候補においては､

各ブロックからの推薦により受付

され､ 各候補の所信表明等により

各県の代議員投票で選任される｡

今回は､ 松岡直武会長が当選した｡

【要望】各候補の所信表明については､ 土

地家屋調査士会の今後方向性を知

る上で大切な意見なので公開でき

ないか今後検討していただきたい｡

【質問】苦情相談委員会規則の適用は公嘱

事件も入るのか？
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【回答】今までに民間主体の対応で公嘱事

件は全く事案としてはなかったが､

今後総務部で検討をお願いする｡

次に､ 中川忠則議長は議題１に入る前に､

本会役員及び支部役員にそれぞれ自己紹介

をお願いした｡

議長は､ 議題１)－１平成21年度各支部

の具体的事業計画について､ 山崎俊雄長崎

支部長より順次各支部長へ説明を求め､ 各

支部長は下記資料に基づき説明を行った｡

≪補足説明事項≫

【長崎支部】

１. 公嘱協会長崎支所との協議会または勉

強会

≪過月､ 公嘱協会長崎支所役員と協議

会を開催し､ 合同で研修会を開催する

予定である｡≫

２. 法務局登記部門及び関係諸官庁との協

議会

※必要に応じて

３. 会員相互の意思疎通を図るための意見

交換会､ 懇親会等の開催

４. 市民相談に関する広報活動

≪支部総会時の追加事業計画である｡

支部の予算での広報活動は厳しいので

長崎市役所の広報誌活用をお願いしたが､

無理とのこと｡ 役所相談員の要望として

士業間の業務の違いについて理解できな

い点があるとの事｡ チラシ等を作成し､

支部役員で手分けし行政センター等にお

願いをする予定である｡≫

【大村支部】

１. 支部総会開催及び懇親会の開催

４月９日(木) 平成21年度大村支部定

時総会

大村市 (大村マリーナホテル)

≪例年４月の第１土曜日に開催し､ ２年

に一度お泊り総会をしている｡ ≫

２. 支部研修会の実施

７月・１２月予定

①平成22年２月１日開所予定の (仮称)

境界問題相談センタ－ながさきに対応

するため､ ＡＤＲ (裁判外紛争解決手

続き) について

②その他 (必要に応じ適宜)

≪７月23日に副支部長と協議して､ オ

―��―



ンライン登記申請について継続開催す

る予定である｡ ≫

３. 法務局及び関係官庁との連絡・協議会

(必要に応じ随時)

≪法務局とは､ 協議事項があるときに１

～２回／年程度開催している｡ また､ 個

人でも必要に応じて個別相談を行ってい

る｡ 特に問題は発生していない｡≫

４. 他団体及び会員相互の親睦会

①司法書士会大村支部､ 補助者参加によ

る納涼会の開催 (７月予定)

≪納涼船による納涼会を予定している｡≫

②支部会員による忘年会の開催 (12月予

定)

５. 啓蒙活動

合同無料相談会 (司法書士会合同) へ

の参加 (10月予定)

≪昨年度久しぶりに開催し､ 新聞折込み

等の広報活動を行い､ 15名程の相談があっ

た｡≫

【諫早支部】

１. ボウリング大会 ６月26日 (金)

≪会員間の親睦を目的に実施した｡ 本会

理事会と日程が重なり一部参加できない

会員がいたので､ 次年度は事前に日程調

整をやりたい｡ また､ 参加者が減少傾向

で､ 中止してはどうか､ 内容の見直しを

してはどうか等の意見が出ている｡ 親睦

を図る意味で何らかの方法を検討し､ 継

続開催を模索したい｡≫

２. 三士合同無料法律相談を予定 10月3日(土)

≪20年間程継続実施し定着しているので

予定どおり実施をする｡≫

３. 研修会･忘年会を予定 12月 日時未定

≪研修会の内容は､ 慶弔規程の見直しを

計画している｡ 各事務所の運営が厳しい

折､ 支部活動費の見直し (下げる方向で)

を考えている｡≫

４. その他

≪諫早市役所へ､ 筆界特定制度の啓蒙を

計画中である｡ 公嘱協会のバックアップ

も含めて先程伺った内容 (残地について)

等で日程調整をする｡ 本会からもデータ

や情報があれば提供していただきたい｡≫

【島原支部】

１. 住宅フェアへの参加

≪昨年同様島原振興局・島原市役所の協

力を得て建設､ 不動産関連業界が主体に
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なり実施する予定である｡≫

２. 島原支部範囲内の中学校への出前授業

≪三会中学校の校長先生が､ 県の進路指

導における指導的立場にあるので今後と

も定期的に開催される見込みである｡ ま

た､ 出前授業は､ 子供から両親へ伝えら

れるので効果的である｡≫

３. 市主催の行政相談への参加

≪島原市が主管になり行政評価事務所と

タイアップし､ 司法書士会・行政書士会

との連携で２回／年実施している｡ また､

相談件数は20件／年程である｡ 登記相談

が80％を占めている｡≫

４. 国土調査作業の実施 (追加事業)

≪次年度より公嘱協会と連携してＥ工程

を中心に約30年間で実施するとのことで

関係官公署と協議中である｡≫

≪今年度は､ ２年間継続してきたがある

程度定着した｡また､予算等の都合により

ケーブルテレビによる広報は中止した｡≫

≪土地家屋調査士業務の広報活動による

業務の維持､ 拡大を図る｡≫

【佐世保支部】

１. 本会付託事業への対応

①会員への苦情の対応 (苦情相談委員)

②ＡＤＲ研修への対応

≪本会からの案内のとおり話し方教室

を紹介した｡ また､ ９月の裁判所によ

る調停の進め方を予定している｡≫

③啓蒙活動 (出前授業)

≪今年度で３年目に入り､ 川棚高校：

松本忠寿支部長､ 鹿町工業高校：高橋

修治常任理事､ 佐世保工業高校：杉山

勇名誉会長・細貝竜一会員が担当で実

施する予定である｡≫

２. 支部研修会の実施ならびに電子通信機

器の利用促進

①支部研修会の実施 (オンライン､ 筆界

特定､ ＡＤＲ関連)

≪上記３つのテーマを中心にミニ研修

会､ 大研修会を並行して企画している｡

また､ 個人の習得度にバラつきがある

ので毎月テーマを変えて対応する｡≫

②測量機器定期点検会の実施

≪調測要領23条１項､ ２項に基づく勉

強会を､ 支部役員会前の１時間程行う｡

また､ 夏・冬の２回／年実施する｡≫

③情報伝達電子化の促進 (電子メール利

用､ 支部ホームページの活用)

≪街区基準点の活用を中心に推進をす

る｡≫

④調査士法第25条２項に関する調査・研

究

≪現在ある資料 (街区基準点・法第14

条等) を整理し､ 後世に残すように

準備をする｡≫

３. 関係官庁との連絡､ 協調
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①基準点の利用と管理に関する調査･研究

≪法第25条地域の慣習とリンクできな

いか研究する｡≫

②法務局との協議､ 連絡事項

≪今年度は２回開催している｡ ８月に

｢にもく会｣で協議会開催を予定してい

る｡≫

４. 会員相互及び他支部との親睦交流並び

に他士業団体との連絡協議

①交流スポーツ大会の実施

≪12月にボウリング大会実施後忘年会

を計画している｡ ≫

②早岐瀬戸いかだ大会への参加

≪今年度は､ 主催者の都合で中止になっ

た｡≫

【平戸支部】

１. 支部総会・親睦会

≪５月８日に開催した｡≫

２. 法務局との打合せ (必要に応じて)

３. 各事務所での無料相談会

≪10月に予定をしている｡≫

４. 研修会 (必要に応じて)

≪オンライン登記申請の研修会を計画し

ている｡≫

【五島支部】

１. 会員及び補助者並びに関係官庁との合

同研修会

規則第93条不動産調査報告書の作成等

について研修

≪会員間で報告書の記載内容にバラつき

が見られるので､ ６月17日に法務局も含

めて研修会を実施した｡ 法務局からは特

に指摘はなかった｡≫

≪昨日､ 司法書士会と合同で研修会を開

催した｡≫

２. 会員､ 家族及び補助者との合同親睦会

船釣りを計画

≪５月31日に船釣りを実施した｡≫

３. その他

≪建築士会と境界について打合せ会を予

定している｡≫

【壱岐支部】

１. 支部総会

日時：平成21年４月25日(土) 13：00

場所：壱岐文化ホール会議室 101号

２. 同日 業務研修会 開催

３. 同日 懇親会 開催

≪１.～３.については計画どおり終了し
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ている｡≫

４. 業務研修会 (必要に応じて開催)

≪オンライン登記申請をメインとした勉

強会を予定している｡ ≫

５. 法務局との協議会 (必要に応じて開催)

６. 無料法律相談 (10月５日～９日)

７. 五士業会開催

≪司法書士会・行政書士会・税理士会・

法テラス (弁護士) と共催する｡≫

８. 地図情報システム事前整備作業 (12月

28日まで)

≪法務局と打合せ中である｡ また､ 対馬

支部の協力を得て実施する｡≫

【対馬支部】

１. 支部総会 (４月18日 対馬市交流セン

ター)

≪本会担当の協力を得て､ 午前中オンラ

イン登記申請の研修会を実施した｡ 総会

終了後､ 司法書士会も参加し懇親会を開

催した｡≫

２. 本会総会 長崎市 (５月)

３. 第１回支部長会議 長崎市 (６月)

４. 奉仕活動・納涼会 対馬市 (７月)

≪日程上実施は厳しい｡ ≫

５. 第２回支部長会議 長崎市 (12月)

６. 奉仕活動・納涼会 対馬市 (12月)

７. 第３回支部長会議 長崎市 (３月)

８. その他

≪９月～11月に法務局と事務打合せ会を

実施する予定である｡ また､ 外部講師を

招き研修会を企画している｡≫

中川忠則議長は､ 各支部の事業報告､ 計

画に対し意見を求めた｡

【質問】各支部で法務局との交流促進につ

いて参考になる事例があればお聞

きしたい｡

【意見】国家公務員の倫理規程で､ 通常で

あれば利害関係者なので厳しいが､

支局長の考え方次第で､ 登記行政

を円滑に運ぶ目的として会議後の

会費制の軽食会やイベント会への

参加は構わないのではないか｡ あ

くまで自然な振る舞いで行っては

どうか｡

【要望】法務局との協議事項 (議題づくり)

について､ 今の所妙案はないが､

熊本会等の方で里水路の対岸に関

する官民境界について事例がある

と聞き及んでいるが､ 九州ブロッ

ク協議会管内に問い合わせていた

だきたい｡

【意見】佐世保支部での法務局との協議会

｢にもく会｣ における議題の事例

紹介 (オンライン申請､ 地図管理

システム等に係る手順等) が紹介

された｡

【要望】支部研修会の日程を組む上で､ 本

会の会務予定を早めに立て支部に

流していただきたい｡

【要望】土地家屋調査士への受験者数が減

少傾向なので､ 出前授業について

は各支部とも継続して実施してい

ただきたい｡
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【情報】日調連よりＩＣカードの紛失・破

損等に対応した施策が検討されて

いる｡

【要望】補助者への研修について何かご希

望があれば出していただきたい｡

【質問】民事法務協会の存続はいつ頃まで

なのか？

【回答】憶測､ 噂等の情報は飛び交ってい

るが､ 明解な話はきていない｡

【意見】法務局の登記印紙に係る特別会計

の廃止に伴う動向､ 入札への対応

論議､ 土地家屋調査士会強制会撤

廃論議等については､ 早めに情報

を入手して頂き支部長会議の決議

等で本会役員が動きやすい環境を

作りたいと考える｡ また､ 日調連・

九州ブロック協議会も土地家屋調

査士としての業務を守るという視

点で会務を執行していただきたい｡

【情報】長崎地方法務局登記部門との事務

打合せでの依頼事項について (下

記２項目)

①オンライン登記申請時に添付す

る調査報告書の写真の提供依頼

について

理由：法務局のハード､ ソフト

の性能上プリンターが白

黒及びディスプレイ上判

読し難いため｡

②オンライン登記申請時における

市町税務課への通知用図面添付

について

理由：地方税法上市町税務課へ

の通知が必要であるが､ 書面はプリント

アウトが出来るが図面は出せないため｡

【要望】ＡＤＲ認定土地家屋調査士の名簿

を掲載してほしい｡

【意見】セットバックによる分筆登記で業

務に結び付けている｡

次に､ 議長は､ 議題１)－２平成21年度

本会の具体的事業計画について､ 本会役員

に説明を求めた｡

針本久則副会長から､ 総務部・業務部・

研修部､ 池田悦郎副会長から財務部､ 平澤

勝昭副会長から広報部について下記資料に

基づき説明がなされた｡ ≪補足説明≫

【総務部】

１. オンライン登記申請制度への対応

２. 境界問題相談センターの開設への対応

３. 土地家屋調査士倫理規程への対応

≪日調連で決議されたので､ 本会研修会

等説明をする計画である｡≫

４. 会則､ 諸規程の整備

５. 政治連盟への対応

６. その他

【業務部】

１. ｢調査・測量実施要領｣ の研究

２. 不動産登記法第14条地図作成作業への

協力・法務局地図整備作業への協力

３. 筆界特定制度に関する調査及び研究

４. 境界鑑定委員会の事業推進

≪今年度も昨年同様２泊３日での講座を

―��―



計画している｡≫

５. 公嘱協会との連携の充実

≪業務上の研修テーマとして要望があれ

ば､ 検討したい｡≫

【研修部】

１. 研修会の実施

≪今年度も研修会を３回計画している｡

また､ ＡＤＲ研修会を佐賀会と連携して

８月と10月に２回計画している｡≫

２. 日調連､ 他県会､ 他団体主催の研修会

の案内と参加支援

３. ＡＤＲ特別研修への対応

４. 九州ブロックと一体となった研修制度

の研究

５. ＣＰＤ制度に対応した管理システムの

構築

≪支部研修会のＣＰＤポイントに関する

お願い資料 (別紙資料３枚：省略) に基

づき申請､ 報告の説明がなされた｡≫

【財務部】

１. 財務改革の検討

２. 土地家屋調査士国民年金基金及び日本

土地家屋調査士会連合会共済会の取り扱

う

【広報部】

１. 会報 ｢ながさき｣ 第65号の発行

≪第65号の表紙は佐世保支部にお願いさ

れた｡ また､ 支部行事についてコメント､

スナップ写真を依頼された｡≫

２. ホームページの利活用

≪21年度から会員のＣＰＤポイント取得

状況について､ 研修部と連携して検討し

公表するようにしている｡≫

３. 啓蒙活動

１) 合同無料相談会の実施

２) 新聞広告等ＰＲ啓蒙活動

３) 中学生､高校生に対する啓蒙活動(職

業案内､ 出前授業等) の実施

４) 行政庁の主管する市民相談への協力

５) カレンダーの作成

６) 地方公共団体等外部に向けての広報

活動の検討

７) 土地家屋調査士60周年記念事業 (伊

能ウォーク) の検討

次に､ 議長は､ 本会各部の事業計画に対

し意見を求めた｡

【意見】筆界調査委員として事案の対応に

ついて悩むときがあるのでケアも

含めて研修会を検討していただき

たい｡

【意見】土地家屋調査士業務の認知度が低

いので､ 広報用パンフレット等の

作成を検討してはどうか｡

次に､ 議長は､ 議題２) 平成21年度支部

長会の開催予定について各役員に意見を求

めたが､ 特に異論はなく計画案のとおり承

認された｡

ただし､ 議長の議会日程上変更があるか

もしれないとの補足説明があった｡

―��―



次に､ 議長は､ 議題３) 連合会大規模災

害基金の募金の対応について本会役員に説

明を求めた｡ 平澤勝昭副会長より別紙資料

(省略) に基づき説明された｡ 議長より各

支部長に意見を求めたが､ 特に異論はなく

今年度も計画案のとおり承認された｡

次に､ 議長は､ 議題４) その他について

意見を求めた｡

まず､ 松永順泰諫早支部長より午後１時

から会議時の日当について見直しの意見が

提案された｡ 今まで経過や他支部 (長崎支

部) の意見も勘案し､ 後日本会の方で検討

することとなった｡

次に､ 松本忠寿佐世保支部長より別紙資

料 (省略) に基づき説明がなされた｡

①今年度の総会議長職から感じた事

②支部長職に就任して感じた事

③本会への要望事項 (６項目)

④倫理規定24条について

上記要望事項についても､ 本会の方で検

討できる事案については検討し､ 次回支部長

会議までには報告する旨の説明がなされた｡

議長より､ 上記以外に意見を各支部長に

求めたが特になく､ これにて閉会する旨の

説明があり､ 本日の支部長会議は終了した｡

―��―

会議形態 20年度実施日 21年度計画
(案：３回) 21年度決定日

会長招集 20年７月５日(土)
21年７月18日
(土)

21年７月18日
(土)

議長招集 － － －

議長招集 20年12月６日(土)
21年12月５日
(土)

21年12月５日
(土)

会長招集 21年３月３日(土)
22年３月６日
(土)

22年３月６日
(土)



長崎支部

� � � �

平成20年９月10日付入会

私は､ 40歳で長年勤めた会社を､ 何ら将

来の計画もなく退社しました｡ 日々悶々と

過ごすうちに､ 土地家屋調査士という職業

があることを知り､ 直感的にこの仕事は自

分に向いていると判断し､ その資格取得に

向けて勉強を始めました｡

開業を目指すならば､ 実務経験が不可欠

と考え､ ある土地家屋調査士事務所に無理

にお願いして､ 修行させていただきました｡

そこの事務所には大変感謝をしております｡

現在は､ 自宅の倉庫を改装して､ 事務所

として使用しています｡ 修行時代とは異な

り､ 自分の名と責任において職務を遂行す

ることの大変さを､ ひしひしと感じており

ます｡

今後も､ 土地家屋調査士法第２条をモッ

トーに精進してまいりますので､ 皆様よろ

しくお願い致します｡

―��―
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長崎支部
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平成21年１月13日付入会

私は､ 平成12年に土地家屋調査士の補助

者となりました｡ 補助者としての日々は､

自分が思っていたイメ－ジとは違ったもの

で､ 仕事を覚えることと日常の生活とに追

われて余裕が無く､ 調査士試験の受験は考

えていませんでした｡

数年後､ お世話になっていた事務所が閉

鎖することになり､ 別の仕事を探さなけれ

ばならなくなりました｡ 土地家屋調査士の

資格を持っていれば､ 業務を引き継ぐこと

も開業することもできたのにと､ 資格取得

の大事さを感じました｡

そこで､ この際本格的に資格取得を目指

そうと勉強を始めました｡ その頃､ ありが

たいことに他の事務所から誘っていただけ

ましたので､ 業務の手順などもう一度勉強

させて貰うべく､ 補助者としてお世話にな

ることにしました｡ さらに､ 資格取得を目

指す補助者との出会いもあり､ 一緒に勉強

することができました｡ 新しい事務所での

経験や仲間との勉強のおかげで､ ようやく

資格を取得することができました｡ 資格取

得後､ いざ開業するとなると不安もありま

したが､ お世話になっている先生方の勧め

もあり､ 入会する決心を致しました｡

入会して日も浅いのですが､ 仕事に対す

る責任の重さ､ 判断の難しさを痛感してお

ります｡ 自分の知識の向上を図り､ 早く一

人前の調査士になるよう努力いたします｡

諸先輩方には何かとご迷惑をおかけするこ

とも多いかと思いますが､ よろしくご指導

お願いいたします｡

����������������������������������������������
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大村支部研修会は､ ７月23日 (木) 午後

４時よりマリーナホテル最上階の会議室に

於いて､ 理事会報告を平澤理事に報告して

いただき､ オンライン申請の研修を大村支

部では､ いち早くオンライン申請をされて

いる角会員に講師をしていただき､ 熊本県

土地家屋調査士会の坂本隆一先生のホーム

ページ､ オンライン申請入門をプロジェク

ターを使い､ 会員にわかりやすいように説

明されました｡

研修会終了後に､ 納涼会を安田汽船産業

(株) のトリトン号を貸し切り､ サンセッ

トクルージング＆ビヤガーデンを司法書士

会大村支部と合同による会員と補助者合わ

せて23名参加で開催しました｡

大村湾は､ 穏やかな波が海岸に打ち寄せ

る様から ｢琴の湖｣ (ことのうみ) の別名

があり､ これは江戸期の漢学者・頼山陽が

呼び始めたものと伝えられています｡

夕日が西彼杵半島に沈む時には､ 空と海

がひとつに赤く染まり､ みんなビール片手

に幻想的な景色に酔いしれていたようです｡

日が沈んだ頃には､ 1975年５月１日に世

界初の海上空港として開港した長崎空港の

東側海上で航空機の離着陸を見ながらお酒

も更に進み､ １時間30分の納涼会も盛況の

うちに終わりました｡

―��―
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大村副支部長 � � � �



平成22年２月に境界問題相談センターな

がさき (仮称) が開設されます｡ センター

準備委員のＩ会員より 『ＡＤＲに関する研

修として､ 話し方の研修を行なってはどう

だろうか』 との発案に便乗するかたちで､

７月から９月にかけて計５回の研修を受講

する事になりました｡ 佐世保支部会員に参

加募集を行なったところ､ 若手から熟練者

にいたる15名がこの研修を受講しています｡

講師はＫＴＮ元アナウンサーの前田穣一

先生｡ 十数年前までは､ よくテレビから聞

こえてきた声の方で地元長崎ではお馴染み

の先生です｡ 一般の講座では20回を通して

講義をされている中､ 私たちの無理難題を

取り入れてくださり５回の超短縮版という

かたちで講義を進めていただいています｡

最初に教えていただいたことは､ 話すと

きの 『三つの願い』 というものです｡ 第一

に正確に伝えること｡ 聞き手がはっきりと

聞き取れることに始まり､ 言葉の意味がわ

かり､ その論旨をはっきりとさせるという

ものです｡ 第二に美しく伝えること｡ 正し

い日本語､ 発音､ 早さやその間､ 言い回し

が下品でないといったこと｡ 第三に印象深

く伝えること｡ 思いを声に込め､ 聞き手の

脳裏に映像が写るようにといったこと｡ 簡

単なようですが､ これら三つの願いは､ 奥

が深くて強い意識を持ちながら実践を積み

重ねなければならないものだと感じていま

す｡

話し方教室では､ 座学だけではなく毎回

のように実践を取り入れており､ 活舌表や

外郎売 (ういろううり) による発音 (発声)

の練習や自己紹介､ 三分間スピーチも実践

内容のひとつとなっています｡ 90分間とい

う短い講義ではありますが､ 毎回のように

新しい発見と顎関節のこわばりを感じてい

ます｡

―��―
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平成21年８月７日 佐世保支部事務局に

て､ 支部会員16名参加のもとオンラインミ

ニ研修会が開催されました｡

内容としては､ 松本支部長より土地家屋

調査士認証カードの取得方法に始まり､ オ

ンライン申請を始めるにあたり必要な周辺

機器について､ オンラインサービスの利用

登録方法､ コンピュータの設定等を約１時

間にわたり説明していただきました｡

参加者の中には､ オンライン申請を行わ

れている方も複数おられ､ 実際にオンライ

ン申請を行うまでの苦労や失敗談をたくさ

ん聞くことができ､ 大変有意義な研修会と

なりました｡

私自身も､ オンライン申請にトライしな

ければいけないと思いながら､ なかなか腰

が重くオンライン申請の環境さえ整えてい

ない状況でしたが､ 今回の研修会に参加し

たことで早急に始めなければならないと感

じました｡

今後も支部事業として､ オンライン申請

の利用促進を図るためにも､ このような研

修会を開催できればと考えておりますので､

ご参加のほど宜しくお願い致します｡

―��―
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佐世保副支部長 � � � �
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佐世保支部 � � � �

佐世保支部は､ 平成19年度より鹿町工業

高校への出前授業を行っており､ 平成20年

度も12月15日､ ２月５日の２回にわたり出

前授業を行いました｡

第１回は､ ３年生に向けた授業で､ １時

限目は､ 佐世保支部より寄贈した基準点標

をリアルタイムキネマティク測位・スタティッ

ク測位で観測を行い､ ２時限目は､ 高橋支

部長が講師をされＧＰＳ測量・尺貫法につ

いての講義を行いました｡

第２回は､２年生に向けた授業で､１時限

目は土地家屋調査士についての講義を行い､

２時限目は現況図の作図・三斜求積・座標

求積の課題を行ってもらいました｡ 生徒達

は､ 初めての課題にも関わらず真剣に取り

組んでおり､ こちらが感心するほどでした｡

佐世保支部は､ 平成21年度も支部事業と

して鹿町工業・川棚高校・佐世保工業へ出

前授業を行っていく予定であり､ 少しでも

土地家屋調査士の認知度が上がるよう活動

していきたいと思います｡



古代史といえば､ 邪馬台国 (やまたいこ

く) ですが､ 邪馬台国については､ すでに

私の頭の中での考証は終わっています｡ ――

拙著 『邪馬台国､ 誕生 (上・下)』

大まかその流れを述べますと､ 邪馬台国

というのは､ 『日本書記』 に書かれている

｢高天原 (たかまがはら)｣ であり､ 卑弥呼

(ひみこ) は ｢天照大神 (あまてらすおう

かみ)｣､ 場所は現・福岡県甘木市というこ

とです｡

その高天原に君臨していた天照大神に､

弟の奴
な

国
こく

王 (福岡市) のスサノオが反乱を

起こします｡ こうして､ 天安川 (あまのや

すかわ) の戦いがあり､ 紀元248年､ 邪馬

台国は敗れて､ 一度滅亡します｡ 卑弥呼の

死です｡

しかし､ その邪馬台国を逃げ出した､ 天

照大神の弟､ 月夜見命 (つきよみみこと)､

その子､ 思兼命 (おもいかねみこと)､ 壱

与 (とよ) らの兄妹がいたのです｡ これら

の人々は､ 現・福岡県行橋市の御所ケ谷神

籠石・山城 (ごしょがだにこうごいし・や

まじろ) に逃亡し､ 新たな (第二次) 邪馬

台国を作るのです｡

その後､ 一族の天忍穂耳 (あまのおしほ

みみみこと)､ 天穂日命 (あまのほひみこ

と)､ ニニギ命らの協力で､ 第二次邪馬台

国は巨大となり､ ついに奴国のスサノオを

撃破し､ 追放します｡ スサノオは､ 韓半島・

新羅 (しらぎ) へと逃亡し､ その国の第12

代国王・沾解 (てんかい) 王に温かく迎え

られるのです｡

スサノオが､ 新羅に滞在中､ 邪馬台国が

出雲 (島根県) に侵攻して来ます｡ いわゆ

る邪馬台国の将軍､ ヤマタノオロチの出雲

侵入です｡ そのころの出雲国王・脚摩乳

(あしなずち) は､ 新羅にいる甥のスサノ

オに救援を要請します｡

スサノオは早速に出雲に出征し､ ヤマタ

ノオロチと戦い､ 和睦にことよせ､ ヤマタ

ノオロチを木次 (きずき) の八口砦に誘い

出して斬り殺します｡ これが世に名高いス

サノオの､ 大蛇退治の真相です｡ ――拙著

『スサノオとヤマタノオロチ』

この後､ スサノオは､ 叔父の脚摩乳から

出雲を譲られ､ 出雲の国王となります｡ ス

サノオは､ その脚摩乳の娘・奇稲田姫 (く

しいなだひめ) と結婚し､ 二人の間に八島

篠命 (やしましのみこと)､ 須世理姫らの

子供たちが生まれます｡

紀元261年になると､ 北部九州の邪馬台

国は､ 今度は新羅に侵入し､ 新羅の第12代・

沾解王は敗北して､ 出雲へ亡命して来ます｡

スサノオはこの沾解王を憐れみ､ 娘の一人､

―��―

��������	
�

佐世保支部 � � � �

������



田霧姫 (たぎりひめ) を与えて､ 次の国王

にします｡ これが､ 出雲で有名な ｢大国主

命 (おうくにぬしのみこと)｣ その人なの

です｡ そして､ 大国主命は島根半島の阿羅

波比宮 (あらわびみや) に君臨し､ 出雲の

東半分を統治するのです｡ ――拙著 『大国

主命』

それというのも､ 出雲の西半分には大原

郡海潮郷の須賀宮 (のちの須我神社) を本

拠として､ 奇稲田姫､ 八島篠命の人々がい

ました｡ 両者が､ 対立していたのです｡

紀元269年､ スサノオが死没しますと､

大国主命

奇稲田姫､ 八島篠命

二つの陣営は､ 一触即発の状態に至りま

す｡ その両者の対立・抗争を描いた作品が､

今回の 『大国主命の出雲平定』 ということ

になります｡

全体的に弱体の大国主命の陣営が､ どう

やって大勢力の奇稲田姫､ 八島篠命の軍団

を破り､ 出雲を平定していくのか､ その詳

細がこの一冊に描かれています｡

いま､ 古代史は､ 面白いです｡ 私は土地

家屋調査士の傍ら古代史の研究を推し進め､

その解明をライフワークにしたいと思って

おります｡

―��―
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�� �� (かみお まさたけ)

昭和��年(����) 長崎県生まれ
土地家屋調査士
｢九州文学｣同人
｢日本文芸家協会｣会員
｢松浦党研究会｣会員
｢九州古代史の会｣会員
｢佐世保史談会｣会員

主な著作
｢大村純忠｣(上・下) 葦書房
｢松浦党戦旗｣(正・続) 新人物往来社
｢邪馬台国､ 誕生｣(上・下) 新泉社
｢素戔鳴尊(スサノウ)とヤマタノオロチ｣
ブイツーソリューション
｢大国主命｣ パレードブックス

���	�

長崎県佐世保市稲荷町５番��号
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氏 名 旧 事 務 所 新 事 務 所 移転年月日 所属支部

山口 淳吉 五島市富江町富江���番地� 五島市富江町富江���番地�� ���	��	� 五島支部

粒�喜代市 佐世保市木場田町�番�号 佐世保市須田尾町
�
番地� ���	��	�� 佐世保支部

大久保昌幸 長崎市玉園町�番��号 長崎市大手�丁目�番��号 ���	�	� 長崎支部

三宅 正春 長崎市玉園町�番��号 長崎市平野町�番�号 ���	�	� 長崎支部

�����

氏 名 事 務 所 登録番号 登録年月日 生年月日 所属支部

中尾 健一 長崎市小江町���番地 ��
 ���	�	��
�
	�	�� 長崎支部

田口 康之 長崎市五島町�番�号 ��� ���	�	��

�	�	�� 長崎支部

松本 廣行 佐世保市吉岡町����番地� ��� ���	�	��
�
	�	� 佐世保支部

���	

氏 名 事 務 所 登録番号 退会年月日 生年月日 所属支部

福吉 正 諫早市馬渡町�番地�� ��� ���	�	��
��	�	� 諫早支部

山本 愿 北松浦郡佐々町羽須和免��
番地� ��� ���	��	�

��	�	�� 佐世保支部

橋本 一英 佐世保市田原町��番�号 ��� ���	��	��
��	��	�� 佐世保支部

吉迫 宏身 佐世保市木場田町�番�号 

� ���	�	�
�	�	�
 佐世保支部

松本 廣行 佐世保市吉岡町����番地� ��� ���	�	��
�
	�	� 佐世保支部

永尾 護 長崎市桜町�番�号 ��� ���	�	��
��	�	� 長崎支部

石橋 孝作 諫早市永昌東町��番��号 ��
 ���	�	��
��	�	�� 諫早支部

山崎 真一 諫早市白岩町
番地�� ��� ���	�	��
��	�	�� 諫早支部

糸瀬 芳子 対馬市美津島町鶏知地甲���
番地� ��� ���	�	��
��	��	�� 対馬支部

松島 勝重 長崎市上町�番�
号 ��� ���	
	��
��	�	�� 長崎支部

田渕 信幸 佐世保市日野町����番地 ��� ���	
	��
��	�	�� 佐世保支部


��	

���	

山口 昭雄 様
平成��年３月�
日御逝去 (享年��才)

謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡



―��―

� � � �

年 月 日 会議名または行事名 出 席 者 場 所

平成��年４月��日 第１回県弁護士会との打合会 相沢会長､ 針本副会長､ 坪井常任理事､
前田利孝委員長

長崎県弁護士会
会議室

平成��年４月��日 第１回正副会長会議 正副会長､ 平澤常任理事 事務局

平成��年４月��日 第１回三団体協議会 常任理事会構成員８名 事務局

平成��年４月��日 決算監査 相沢会長､ 針本副会長､ 松竹監事
久保監事 内野監事 事務局

平成��年４月��日 九州大学紛争管理と調停セミナー 前田利孝常任理事､ 寺岡誠三会員 九州大学理系キャ
ンパス

平成��年４月��日 同上 同上 同上

平成��年４月��日 同上 同上 同上

平成��年４月��日 第１回常任理事会 常任理事会構成員８名 事務局

平成��年４月��日 第１回理事会 理事会構成員�	名 長崎県建設総合
会館 会議室

平成��年４月��日 九州ブロック協議会臨時会長会議 相沢会長 チサンホテル熊
本

平成��年５月１日 選挙事務打合会 坪井常任理事､ 山崎俊雄委員長 事務局

平成��年５月��日 第２回選挙管理委員会 選挙管理委員会構成員５名 事務局

平成��年５月��日 第２回常任理事会 常任理事会構成員８名､ 議長候補者２名､
司会者１名 事務局

平成��年５月��日 本会総会 相沢会長以下���名 ロワジールホテ
ル長崎

平成��年５月��日 第２回正副会長会議 正副会長 事務局

平成��年６月３日 第２回三団体協議会 常任理事会構成員８名 事務局

平成��年６月６日 第１回九州ブロック協議会会長会議 相沢会長 鹿児島城山観光
ホテル

平成��年６月７日 九州ブロック協議会 ��年度定時総
会 相沢会長､ 針本､ 池田悦郎両副会長 同上

平成��年６月８日 同上 同上 同上

平成��年６月�
日 第１回研修部会 研修部会構成員４名 事務局

平成��年６月�
日 第２回県弁護士会との打合会 針本副会長､坪井常任理事､前田利孝委員長 長崎県弁護士会
会議室

平成��年６月��日 日調連第��回定時総会 相沢会長､ 針本副会長 東京都 京王プ
ラザホテル

平成��年６月��日 同上 同上 同上

平成��年６月��日 第１回法務局との事務打合会 常任理事会構成員７名 法務局５階会議
室

自 平成��年４月１日
至 平成��年８月��日



―��―

年 月 日 会議名または行事名 出 席 者 場 所

平成��年６月��日 第３回常任理事会 常任理事会構成員７名 事務局

平成��年６月��日 第３回理事会 理事会構成員��名 長崎県建設総合
会館

平成��年６月��日 第１回境界問題相談センタ－準備委
員会

境界問題相談センタ－準備委員会構成員８
名 事務局

平成��年７月１日 第１回広報部会 広報部会構成員５名 事務局

平成��年７月７日 第１回業務部､ 研修部合同部会 合同部会構成員９名 事務局

平成��年７月７日 第３回県弁護士会との打合会 針本副会長､坪井常任理事､前田利孝委員長 長崎県弁護士会
会議室

平成��年７月８日 第１回総務部会 総務部会構成員４名 事務局

平成��年７月��日 第１回境界鑑定委員会 境界鑑定委員会構成員８名 事務局

平成��年７月��日 第１回公嘱協会との協議会 正副会長､ 平田常任理事､ 大久保理事 事務局

平成��年７月��日 第１回支部長会議 正副会長 事務局

平成��年７月��日 第２回公嘱協会との協議会 針本副会長､ 大久保理事 事務局

平成��年７月��日 第２回九州ブロック協議会会長会議 相沢会長 ホテルレクスト
ン鹿児島

平成��年７月��日 同上 同上 同上

平成��年７月	�日 九州ブロックＸＭＬソフト説明会 針本副会長､ 高橋常任理事 チサンホテル熊
本

平成��年８月５日 第２回境界問題相談センタ－準備委
員会

境界問題相談センタ－準備委員会構成員８
名 事務局

平成��年８月８日 本会第１回全体研修会 相沢会長以下���名 長崎県建設技術
研究センタ－

平成��年８月��日 第４回県弁護士会との打合会 針本副会長､坪井常任理事､前田利孝委員長 長崎県弁護士会
会議室

平成��年８月��日 第２回総務部会 総務部会構成員４名 事務局

平成��年８月��日 第３回三団体協議会 正副会長４名 事務局

平成��年８月��日 佐賀会との合同ＡＤＲ基礎研修会 相沢会長以下��名 武雄温泉ハイツ

平成��年８月��日 同上 同上 同上

平成��年８月��日 第２回境界鑑定委員会 境界鑑定委員会構成員７名 事務局

平成��年８月��日 第３回公嘱協会との協議会 針本副会長､ 大久保理事 事務局

平成��年８月�
日 広報部小部会 平澤副会長､ 林茂理事､ 樋口部員 事務局

平成��年８月��日 公嘱協会定時総会 相沢会長 (来賓) 長崎商工会議所
会議室



今年の梅雨明けは､ 例年になく遅い梅雨

明けとなりました｡

全国各地において災害に見舞われた方々

には心よりお見舞い申し上げます｡

さて､ われわれ調査士会においてもオン

ライン申請､ 筆界特定制度など数年前と比

べ変化を求められる時代となりました｡

我々各自が自己研鑽して研修会などに参

加して勉強しなくては､ この世界に生き残っ

ていくことができません｡

今年度の広報部は新体制で臨むことがで

きましたが､ 原稿の収集が一番の悩みの種

となっております｡ 会員皆様､ 原稿収集の

御協力をよろしくお願いします｡

―��―
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日本土地家屋調査士会連合会名誉会長 西 本  孔 昭　著
― 論争  地籍学事始 ―

●筆界を見極め、管理する知識・技能・心を持つ唯一の専門家＝土地家屋調査士に送るエール。土地家屋
調査士必読書。

●地図の実態を捉え、不接合、分筆の誤りから国家賠償事案にいたるまで、豊富な資料と図面を用いて探
る「将来に問題の種を残さないための数々の事例」を紹介。

●境界紛争処理に関わる不動産の取得時効制度について、概要を理解するのに最適。 
●取得時効に関する判例をもとに、境界紛争に関する取得時効の援用事例と土地家屋調査士の業務との
関連をわかりやすく解説。

“地図”に関わるすべての方へ

取得時効制度について土地家屋調査士業務にからめて詳説。他に類書なし！

●B5判　●268頁　●定価3,885円（本体3,700円）　●平成21年5月刊

登記所が現地と登記に対応する地図を整う

商品番号：40370
略　　号：図灯

境界の第一人者による実務解説書

境界の理論と実務
寳 金  敏 明　著

上製　●608頁 ●定価5,985円（本体5,700円）　●平成21年4月刊

商品番号：40310
略　　号：境理

土地境界紛争処理のための
取得時効制度概説

秋 保  賢 一　監修　馬 渕  良 一　著　
●B5判　●280頁　●定価2,415円（本体2,300円）　●平成20年2月刊

商品番号：40311
略　　号：境時

調停・ADRのスキルを高めたい方へ

商品番号：40202
略　　号：紛争

●境界問題について、体系的・網羅的に扱う唯一の書籍。
これまであまり試みられたことのない、各種境界実務の横断的な把握と検討を実施。
土地境界の現地調査についてのみでなく、境界の生成過程、境界を紡いだ成果として作成される地図や図面
などの精度、筆界特定制度や境界に関する裁判や協議など多くの事項について、それぞれの法律問題に立脚し
て言及。

土地家屋調査士の立場から

重版版重重版版重版重重重重版重版重版重版
 出来!

●A5判　●580頁　●定価5,460円（本体5,200円）　●平成21年8月刊行
●前版「紛争管理論̶新たな視点と方向性」に大幅加筆し、全13章分を新収録。
●実際の調停・ADRに際して最も重要かつ難解な「当事者の合意形成」を達成するためのスキルを学べる。
●原著初版は、2000年にCPR Institute for Dispute Resolution から、最優秀文献賞を受賞。

新版
レビン小林久子　訳・編

モートン・ドイッチ／ピーター・T・コールマン／エリック・Ｃ・マーカス　編

紛争管理論
さらなる充実と発展を求めて

待望の
改訂版!

灯を消さないで

調停のプロセス  紛争解決に向けた実践的戦略　定価 4,410円（税込）
調停への誘い  紛争管理と現代調停のためのトレーニング書　定価2,100円（税込）

関連書籍

「家族」から発想する、いつくしむ世紀へ
〒171̶8516  東京都豊島区南長崎３丁目１６番６号
営業部　TEL（03）3953̶5642　FAX（03）3953̶2061　http://www.kajo.co.jp/



―��―

◆お問い合わせは…
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核となるTPSが進化し
スマートステーションはさらなる領域へ

核となるTPSが進化し
スマートステーションはさらなる領域へ

もしもあなたが、世界測地系の正確な座標をcm単位で必

要とするなら、それにはGPSが必要です。さらに土地の座

標をmm単位で必要とするなら、TPSが必要です。

スマートステーションはGPS/TPS2台分の機能を1台で

可能にしました。しかも価格は1.5台分です。

作業時間の大幅な短縮と大幅なコストの削減を可能にし

たうえ、GPS/TPS2つの測量で同一の座標系を使用する

ため、基準点の精度や整合性の確認を現地で簡単にチェ

ックできるなど、測量の精度を最高レベルで確保しつつ

生産性を向上させます。

TPS機能はさらにプラス

見やすいカラーディスプレイ

プリズム測距の精度の向上

1mm+1.5ppm

2mm+2ppm

R1000

従来機

1mm 2mm

ノンプリズム機能のロングレンジ化

1000m

従来機

R1000

500m

ノンプリズム機能の測距精度の向上
3mm+2ppm従来機

500m 1000m

4mm+2ppm2mm+2ppmR1000

自動視準機能の位置精度の向上

R1000±1mm

従来機 ＜2mm

スマートステーションの核となるTPSは基本性能を
TPS1200+(プラス)としてさらにアップしました。
TPS1200+はスマートステーションやスマートポール
へトランスフォーム（変身）できます。

®スマートステーションはライカジオシステムズの登録商標です。

◆お問い合わせは…
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